
新 消 予 第 ５ ７ 号の２ 

新 歴 第 １ ４ １ 号の２ 

令和８年５月２０日 

 

市内文化財所有者・管理者の皆様 

 

新潟市消防局予防課長 

新潟市歴史文化課長 

 

文化財の防火防犯対策の徹底について（依頼） 

 

 日頃、文化財保護にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 既に報道等でもご存知かと思いますが、５月６日の深夜、新潟市指定文化財であり

ます愛宕神社（中央区古町通２）が火災により全焼しました。 

 文化財は火災等により、いったん滅失き損すると、再び回復することが不可能な 

かけがえのない市民の財産です。 

 日頃から所有者・管理者の皆様には、文化財を適切に管理いただいているところで

すが、これまで以上に関係機関と連携を図り、防火防犯対策を徹底していただきます

よう、お願いします。 

 つきましては、別紙のとおり注意喚起のリーフレットを同封いたしますので、ご覧

いただき、日頃の防火防犯対策に活かしてくださいますようお願いします。 

 

 

お問合せ 

【火災予防に関すること】 

新潟市消防局予防課予防企画係 

 電話 ０２５－２８８－３２３０ 

 

【文化財に関すること】 

新潟市歴史文化課企画・文化財担当 

 電話 ０２５－２２６－２５７５ 


